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本報告書は、令和２年３月２６日に公表した報告書を、令和２年７月３０日に公表した正誤表により

訂正したものです。 

 

鉄道事故調査報告書 

 

鉄道事業者名：東日本旅客鉄道株式会社 

事 故 種 類：踏切障害事故 

発 生 日 時：令和元年５月２２日 １５時５９分ごろ 

発 生 場 所：青森県東津軽郡蓬
よもぎ

田
た

村 

津軽線 蓬田駅～郷沢
ごうさわ

駅間（単線） 

佐々木踏切道（第３種踏切道：踏切遮断機なし、踏切警報機あり） 

青森駅起点２０ｋ４０３ｍ付近 

 

令和２年３月９日 

運輸安全委員会（鉄道部会）議決 

委 員 長  武 田 展 雄 

委   員  奥 村 文 直（部会長） 

委   員  石 田 弘 明 

委   員  柿 嶋 美 子 

委   員  鈴 木 美 緒 

委   員  新 妻 実保子 

 

１ 調査の経過 

1.1 事故の概要 東日本旅客鉄道株式会社の津軽線青森駅発蟹
かに

田
た

駅行き下り第３３９Ｍ列車の運

転士は、令和元年５月２２日（水）、蓬田駅～郷沢駅間を速度約７３km/hで惰行運

転中、佐々木踏切道（第３種踏切道）を通過時に異音を感じたため、非常ブレーキ

を使用して列車を停止させた。停止後に同踏切道付近を確認したところ、線路脇

に倒れている通行者を発見した。 

この事故により、同通行者が死亡した。 

1.2 調査の概要 本事故は、鉄道事故等報告規則（昭和６２年運輸省令第８号）第３条第１項第４

号の「踏切障害事故」に該当し、かつ、運輸安全委員会設置法施行規則（平成１３

年国土交通省令第１２４号）第１条第２号ハに規定する‘踏切遮断機が設置され

ていない踏切道において発生したものであって、死亡者を生じたもの’に該当す

るものであることから、調査対象となった。 

運輸安全委員会は、令和元年５月２２日、本事故の調査を担当する主管調査官

ほか１名の鉄道事故調査官を指名した。 

東北運輸局は、本事故調査の支援のため、職員を事故現場等に派遣した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

 

２ 事実情報 

2.1 運行の経過 (1) 列車の概要 

津軽線 青森駅発 蟹田駅行き 

下り第３３９Ｍ列車 ２両編成 

(2) 運行の経過 

東日本旅客鉄道株式会社（以下「同社」という。）の下り第３３９Ｍ列車（以

http://www.mlit.go.jp/jtsb/railway/rep-acci/RA2020-2-2syuuseimae.pdf
http://www.mlit.go.jp/jtsb/railway/rep-acci/RA2020-2-2seigohyou.pdf
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下「本件列車」という。）の運転士（以下「本件運転士」という。）、車掌（以下

「本件車掌」という。）及び特改車掌*1（以下「本件特改車掌」という。）の口述

によれば、本件列車の運行の経過は概略次のとおりであった。 

① 本件運転士 

本件列車は、蓬田駅（青森駅起点１９ｋ０８０ｍ、以下「青森駅起点」

は省略する。）を定刻（１５時５７分）に出発した。出発後、速度約８０

km/hまで加速した後、惰行運転とした。 

その後、速度約７５km/hで運転中、佐々木踏切道（第３種踏切道、２０

ｋ４０３ｍ、以下「本件踏切」という。）を通過した際に、本件列車の前方

右側（以下、車両は前から数え、前後左右は列車の進行方向を基準とする。）

から「ドン」と衝撃音を感じたため、直ちに非常ブレーキを使用するととも

に、列車防護無線*2の発報スイッチを扱った。 

本件列車が停止した後、車内電話で本件車掌に異音を感じ停止した旨を

連絡し、列車無線で輸送指令に異音を感じ停止中であること、防護無線を

発報したことを報告した。 

輸送指令から現場点検の指示を受け、本件踏切付近を確認したところ、

本件踏切右側の約４.５ｍ郷沢駅方にある踏切器具箱と線路との間付近に

仰向けで倒れている人（以下「本件通行者」という。）を発見した。 

なお、本件列車が本件踏切を通過するまで本件踏切内に人影等は見えず、

異音を感じるまでの間、異常はなかった。 

② 本件車掌 

本件列車が蓬田駅を出発した後、次の停車駅である郷沢駅に停車する旨

の案内放送の準備中に、通常と異なる強い減速を感じたと同時に、列車防

護無線が鳴動したため、直ちに、緊急停止する旨と列車の揺れに注意する

よう車内放送を行った。なお、本件列車が本件通行者と衝突した際の衝撃

や音は感じなかった。 

本件列車が停止した後に、本件運転士から異音を感じ停止した旨連絡が

あったため、乗客に案内放送を行った。 

③ 本件特改車掌 

本件列車が蓬田駅を出発した後、車内改札のため後部車両の客室内後方

にいたところ、防護無線の鳴動音で異常の発生を察知したが、本件列車と

本件通行者が衝突した際の衝撃や音は感じなかった。本事故発生後、本件

運転士が現場を確認した。 

(3) 運転状況の記録 

本件列車には、自動列車停止装置（ＡＴＳ）が装備されており、その装置に

は非常ブレーキを使用した際の操作指令が出力された前後の時刻、速度、ブ

レーキ指令、停止検知、ＡＴＳ地上子からの受信状況等の情報が記録されてい

た。本事故発生前後の主な記録は表１のとおりであった。 

 

 

 

 
                                                                                             
*1 「特改車掌」とは、旅客列車において、車内巡回による旅客案内、車内改札、運賃精算業務のために乗務している車

掌をいう。 

*2 「列車防護無線」とは、列車防護のため緊急停止の手配に使用される無線をいう。電波は１～１.５km以内の列車に

対して発信され、受信した列車は直ちに停止手配を執る。 
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表１ 本事故発生前後の運転状況（主要な記録のみ抜粋） 

時刻 
速度 
(km/h) 

走行 

距離

（ｍ） 

非常 

ブレーキ 
備考 

15時 59分 39秒 75 20,222 0 
本件踏切１７３ｍ手前の 
ＡＴＳ地上子信号受信 

15時 59分 47秒 73 20,376 0 
本件踏切１８ｍ手前の 
ＡＴＳ地上子信号受信 

15時 59分 48秒 73 20,385 0 
本件踏切９ｍ手前の 
ＡＴＳ地上子信号受信 

15時 59分 48秒 73 20,402 0 本件踏切付近通過 

15時 59分 49秒 73 20,413 1 非常ブレーキ指令開始 

16時 00分 08秒 0 20,628 1 停止 
※ 時刻は、実際の時刻に基づき補正している。 

※ 走行距離は、青森駅からの走行距離を示し、本件列車が停止した位置をもとに補正した結

果であり、「ｍ」以下は四捨五入している。 

※ 非常ブレーキの数字は指令の有無を表し、「１」は指令が出力されていることを示してい

る。 

※ 速度と走行距離は誤差が内在している可能性がある。 

 

表１に示すとおり、本件列車が本件踏切付近を通過した約１秒後に非常ブ

レーキ指令が出力されていた。また、本件列車は、本件踏切付近を速度約７３

km/hで通過し、本件踏切から郷沢駅方約２２５ｍの位置に停止した。 

2.2 人の死亡、負

傷の状況 

死亡：１名（本件通行者 男性 ４８歳） 負傷：なし 

（本件列車：乗客２７名、運転士１名、車掌１名及び特改車掌１名が乗車） 

2.3 鉄道施設等の

概要 

(1) 本件踏切の概要 

同社から提出された平成２６年度の踏切道実態調査表等によると、本件踏切

の概要は次のとおりであった。 

① 踏切長  ６.０ｍ 

② 踏切幅員 １.８ｍ 

③ 踏切交角 ９０° 

④ 道路勾配  

列車から右 １２／１００（踏切に向かって上り勾配） 

⑤ 踏切見通距離*3  

列車（蓬田駅方）から踏切      ９９９ｍ 

本件通行者進入側から踏切       １０ｍ 

⑥ 列車見通距離*4 本件通行者進入側から列車（蓬田駅方）２８０ｍ 

⑦ 鉄道交通量 ８７本／日（６本／１時間最大） 

⑧ 道路交通量*5  二 輪          １台／日 

         軽車両          ５台／日 

歩行者         ３２人／日 

⑨ 交通規制 車両通行止め 

⑩ 事故履歴（昭和６２年４月以降） なし 

なお、本件踏切の右側周辺には国道２８０号が津軽線と並行し、同国道沿い

                                                                                             
*3 ここでいう「踏切見通距離 列車（蓬田駅方）から踏切」とは、蓬田駅側から本件踏切に接近する列車の運転席から

踏切道を見通し得る最大距離をいう。 

*4 ここでいう「列車見通距離 本件通行者進入側から列車（蓬田駅方）」とは、当該踏切道における軌道中心線と道路

の中心線との交点から道路の中心線上５ｍ右側の地点における１.２ｍの高さにおいて見通すことができる列車の位置

（蓬田駅方）から軌道中心線と踏切道の中心線との交点までの距離をいう。 

*5 「道路交通量」について、原動機付自転車は「二輪」に、自転車は「軽車両」にそれぞれ含まれる。 
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には民家が点在している。同国道と本件踏切の間は未舗装の私道であり、同私

道は本件踏切に向かって上り勾配になっている。 

一方、本件踏切の左側周辺には、村道が並行しており、村道の周辺には田畑

が広がっている。 

本件踏切の３３３ｍ蓬田駅方には、屋
や

岸
ぎし

踏切道（第１種踏切道、２０ｋ   

０７０ｍ）が、１０３ｍには、武
たけ

福
ふく

踏切道（第３種踏切道、２０ｋ３００ｍ）

がある。 

また、本件踏切の２１５ｍ郷沢駅方には、大橋踏切道（第１種踏切道、   

２０ｋ６１８ｍ）がある。 

（図１、表２参照） 

 

 ※この図は、国土地理院の地理院地図（電子国土Web）を使用して作成した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 本事故発生場所周辺図 
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踏切道名 屋岸踏切道 武福踏切道 大橋踏切道 

キロ程 ２０ｋ０７０ｍ ２０ｋ３００ｍ ２０ｋ６１８ｍ 

踏切種別 第１種 第３種 第１種 

踏切幅員 ６.６ｍ ２.１ｍ ２.７ｍ 

踏切長 ７.３ｍ ６.０ｍ ６.１ｍ 

道路種別 村道 私道 村道 

道

路

交

通

量 

三輪以上の 

自動車（台/日） 

２３２ ０ ３３ 

二 輪（台/日） ２０ １ ６ 

軽車両（台/日） ６５ ５ ２０ 

歩行者（人/日） １７６ ４５ ７７ 

交通規制 なし 二輪の自動車以外

の自動車通行止め

（小型特殊自動車

を除く） 

大型貨物自動車・

大型乗用自動車等

通行止め（マイク

ロバスを除く） 

※平成２６年度の踏切道実態調査表による。 

 

(2) 本件踏切の状況 

本件踏切の右側には、開口幅約１.０ｍの踏切注意柵が設置されており、そ

こから軌道中心線までの距離は約３.５ｍであった。また、蓬田駅方には、踏

切警報機及び車両通行止めを示す交通規制標識が設置されており、郷沢駅方に

は「ＳＴＯＰ！自動車（軽自動車含）は通れません」と表記された注意看板及

び踏切器具箱が設置されている。なお、本件踏切に接続する私道には、踏切停

止線は設けられていない。 

一方、本件踏切の左側には、踏切注意柵、踏切警報機及び車両通行止めを示

す交通規制標識が設置されている。なお、本件踏切の左側の踏切外は私有地と

なっている。 

（図２、図３参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表２ 本件踏切付近の踏切道の概要 
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※この図は、事故調査時点の状況を基に線路、道路に対する主な設備の大まかな配置を示した

略図であり、正確な縮尺、大小、位置関係にはなっていない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２ 本件通行者進入側（本件踏切右側）から見た本件踏切の状

況 

図２ 本件踏切の状況 

図２ 本件踏切の状況 

採石 
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(3) 本件通行者進入側から見た本件踏切の状況 

本件通行者進入側からの本件踏切の状況を確認したところ、国道側から見た

本件踏切は、図３に示すように、踏切警標、踏切警報機を視認することができ

た。 

（図３参照） 

(4) 本件列車側から見た本件踏切の見通し状況 

本件列車側からの見通し状況は、本件踏切の約９２０ｍ手前から直線の線形

であることから、図４に示すように、本件踏切までの間に視界を遮るものはな

かった。 

（図４参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図４ 本件列車側から見た本件踏切の見通し状況 

図３ 本件通行者進入側から見た本件踏切の状況 
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(5) 本件踏切付近の線形等 

本件踏切付近の線路の線形は、１９ｋ４８３ｍから２０ｋ４３９ｍまで直線

である。また、勾配は２０ｋ２９７ｍから２１ｋ０３１ｍまでが平坦であり、本

件踏切（２０ｋ４０３ｍ）は、平坦な直線区間に位置する。 

(6) 本件踏切の踏切警報機の動作状況 

本件踏切には踏切警報機の動作を記録する装置が設置されている。同装置の

記録によると、踏切警報機は、本件列車が本件踏切に到達する約４５秒前に鳴

動を開始していた。同社の運転保安設備実施基準によると、第３種踏切道にお

ける警報の開始から列車等の到達までの時間は、２０秒以上（標準は３０秒）

と定められている。 

なお、同社による踏切警報機の確認は、直近で平成３０年１１月１２日の検

査において実施しており、その検査結果の記録に異常は認められなかった。ま

た、現地調査において、本件踏切の踏切警報機の動作状況を確認したところ、

正常に動作していた。 

(7) 鉄道車両の概要 

車  種  交流電車（ＡＣ２０,０００Ｖ） 

記号番号  クハ７００－２４（先頭車両） 

車 両 長  １９,５００mm 

車 両 幅   ２,８００mm 

本件列車の本事故発生前直近の検査結果の記録に、異常は認められなかっ

た。 

2.4 鉄道施設等の

損傷状況 

(1) 鉄道施設の損傷状況 

損傷はなかった。 

(2) 鉄道車両の損傷状況 

先頭車両の前面右側車端隅部に接触痕が認められた。 

2.5 乗務員等に関

する情報 

(1) 本件運転士  男性 ４０歳   

甲種電気車運転免許 平成１３年 ９月 ６日 

甲種内燃車運転免許 平成１６年 ３月１７日 

(2) 本件車掌   男性 ２５歳   

(3) 本件特改車掌 男性 ２７歳   

(4) 本件通行者   男性 ４８歳   

本件通行者の親族及び勤務先の代表者によれば、本件通行者に関する情報は

概略次のとおりであった。 

① 本件通行者の親族 

本件通行者は、蓬田村内に居住していた。持病はなく、視力、聴力及び

健康状態は特に問題はなかった。本件踏切は仕事で日常的に通行していた

と思う。 

② 勤務先代表者 

本件通行者は、新聞配達員として勤務しており、本事故発生時は、夕刊

を配達中であった。警察から事故の連絡を受け本件踏切に駆けつけたとこ

ろ、本件通行者が配達に使用していた自転車が、本件踏切近くの国道脇に

停められていたので、配達先に向かう途中で本件踏切を通行したと思う。

本件通行者の視力や聴力に異常があると感じることはなかった。 

2.6 気象 晴れ 
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2.7 その他の情報 (1) 本件列車の停止位置に関する情報 

本件列車の停止位置は、先頭が２０ｋ６２８ｍ付近（本件踏切から約２２５

ｍ郷沢駅方）であった。 

(2) 最高運転速度に関する情報 

本件踏切を含む津軽線の蓬田駅から郷沢駅間の最高運転速度は、本件列車の

場合は１００km/hである。 

(3) 本件踏切の安全対策や管理状況等に関する情報 

同社では、第３種踏切道及び第４種踏切道に関して、各道路管理者へ廃止要

請等を行っているが、本件踏切は、昭和６３年９月に第４種踏切道から第３種

踏切道に整備して以降、本事故発生までの間、本件踏切の統廃合や第１種踏切

道化に関する同社と地域住民等との協議等は行っていなかったとのことであ

る。 

(4) 同社における踏切遮断機のない踏切道に対する対応等について 

同社によれば、津軽線を管轄する盛岡支社（以下「同社支社」という。）に 

おける、踏切遮断機のない踏切道への対応については、概略次のとおりであっ

た。 

同社支社では、踏切廃止に向けた取組を進めており、廃止が困難な第３

種踏切道、第４種踏切道については、第１種踏切道化を進めている。津軽

線には８８箇所の踏切道があり、第３種踏切道が７箇所、第４種踏切道が

３箇所ある。 

近年の統廃合等の実績は、平成２９年度に１箇所、平成３０年度に１箇

所廃止している。また、平成２９年度に２箇所、平成３０年度に１箇所の

第１種踏切道化を行った。さらに令和元年度は１箇所の第１種踏切道化を

実施した。 

(5) 同社における踏切事故防止のための啓発活動等について 

同社では、踏切事故を防止するための取組として、踏切を安全に利用するた

めの啓発活動や警察署等と連携した踏切事故防止訓練を実施し踏切の安全な

通行方法の周知等を行っている。 

 

３ 分析 

(1) 本件列車と本件通行者との衝突に関する分析 

2.4(2)に記述したように、本件列車の先頭車両の前面右側の車端隅部に接触痕が認められたこ

と、2.5(4)に記述したように、本件通行者が配達に使用していた自転車が、本件踏切近くの国道脇

に停められていたことから、本件通行者は、本件列車が接近している状況において、本件踏切の右

側から本件踏切に進入し、本件列車と衝突したものと考えられる。 

(2) 本件運転士の運転操作等に関する分析 

2.1(3)に記述した自動列車停止装置の記録から、本件列車と本件通行者が衝突したのは１５時 

５９分ごろで、その時の本件列車の速度は約７３km/hであり、衝突の直後に非常ブレーキを使用し

たものと推定される。 

なお、2.1(2)に記述したように、本件運転士は、本件踏切へ進入した人影を見ておらず、本件列車

が本件踏切を通過した際に衝撃音を感じ非常ブレーキを使用し、本件踏切から郷沢駅方に約２２５ｍ

の位置に停止した。さらに、本件列車が本件踏切を通過する前に本件踏切内に人影等は見られなかっ

たと口述していること、また、2.4(2)に記述したように、本件列車の先頭車両の前面右側の車端隅

部に接触痕があったことから、本件列車が本件踏切を通過する直前に本件通行者が本件踏切に進入

したものと考えられる。 
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(3) 本件踏切の踏切警報機の動作状況に関する分析 

2.3(6)に記述したように、踏切警報機の動作を記録する装置の記録によると、踏切警報機は、本

件列車が本件踏切に到達する前に鳴動を開始し、約４５秒後に本件列車が本件踏切に到達したこ

と、また、同社による直近の検査及び事故後の現地調査において、踏切警報機に異常がなかったこ

とから、本件踏切の踏切警報機は本件列車の接近により正常に動作していたものと推定される。 

(4) 本件通行者が本件踏切に進入したことに関する分析 

(3)に記述したように、本件踏切の踏切警報機は正常に動作していたと推定されること、2.5(4)

に記述したように、本件通行者の視力や聴覚に問題はなかったと考えられることから、踏切警報機

の動作により、本件通行者は本件踏切に進入する前に本件列車の接近に気付くことができる状況で

あったと考えられる。 

しかし、本件踏切に本件列車が接近している状況において本件通行者が本件踏切に進入している

ことから、本件列車の接近に気付かなかった可能性があると考えられるが、本件通行者が本件列車

の接近に気付かなかった理由については、本件通行者が死亡していることから、明らかにすること

はできなかった。 

(5) 本件踏切の安全性向上に関する分析 

2.7(3)～(5)に記述したように、本件踏切は、昭和６３年９月に第４種踏切道から第３種踏切道

に整備して以降、本事故が発生するまでの間、統廃合や第１種化に関する同社と地域住民等との協

議は行っていない。 

一方で同社は、同社支社管内において、踏切道の統廃合、第１種化、啓発活動など、踏切事故防

止の観点から各種安全対策を講じており、今後も引き続き、本件踏切を含む踏切遮断機のない踏切

道の統廃合や第１種化をはじめとする各種安全対策を推進することが望まれる。 

 

４ 原因 

本事故は、踏切警報機が設けられている第３種踏切道である佐々木踏切道に列車が接近し、踏切警報機

が動作している状況で通行者が同踏切道に進入したため、列車と衝突したことにより発生したものと考え

られる。 

列車が接近し、踏切警報機が動作している状況で通行者が同踏切道に進入した理由については、同通

行者が列車の接近に気付かなかった可能性があると考えられるが、同通行者が死亡していることから、

明らかにすることはできなかった。 

 

５ 再発防止のために望まれる事項 

本件踏切について、一層の安全性向上を図るため、同社は、本件踏切の統廃合や踏切遮断機の整備を実

施することが望ましい。なお、実施にあたっては、本件踏切の利用状況を踏まえつつ、利用者等の関係者

の理解や協力が得られるよう努めるとともに、実施までの間には、統廃合や踏切遮断機の整備以外の安全

性向上のための施策として、踏切通行者に踏切の存在をわかりやすくし、注意を喚起するため、踏切警報

機の赤色せん光灯を全方位型に変更することや注意看板の設置等の安全対策を検討し、実施していくこと

が望ましい。 

 

６ 事故後に講じられた措置 

本件踏切において同社が講じた措置は以下のとおりである。 

① 踏切道の右側からの列車見通しをより向上させるため、防草シートを右側入口周辺の草地に設

置した。 

② 踏切通行者に対して赤色せん光灯の視認性をより向上させるため、全方位型に変更した。 

③ 踏切通行者に対して踏切手前で止まって安全確認を促すため、「ふみきり注意とまれ！」と表記

された注意看板を本件踏切の両側に設置した。  


